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（
質
問
の 

一
四
） 

答

弁

第

一

四

号 

   

衆
議
院
議
員
木
原
実
君
提
出
成
田
空
港
と
航
空
の
安
全
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
二
第
一
四
号 

昭
和
四
十
九
年
四
月
五
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

田 

中 


一 

 

榮 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
木
原
実
君
提
出
成
田
空
港
と
航
空
の
安
全
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(1)
、

(2)
及
び

(4)
か
ら

(8)
ま
で 

新
東
京
国
際
空
港
（
以
下
「
成
田
」
と
い
う
。
）
の
設
置
に
伴
う
成
田
及
び
隣
接
飛

行
場
の
管
制
上
の
管
轄
空
域
に
つ
い
て
は
、
目
下
、
関
係
機
関
と
調
整
中
で
あ
り
、
ま
だ
確
定
し
た
案
は
も

つ
て
い
な
い
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
飛
行
場
に
つ
い
て
、
管
制
上
の
管
轄
空
域
を
決
定
す
る
原
則
は
、
そ
の
飛
行
場
に
出
入
す

る
航
空
機
の
進
入
、
出
発
及
び
待
機
経
路
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
を
行
う
場
合
は
当
該
レ
ー

ダ
ー
の
覆
域
と
を
勘
案
し
、
相
互
に
重
複
し
た
管
制
を
行
わ
な
い
よ
う
平
面
的
あ
る
い
は
高
度
的
に
空
域
を

分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

(3) 

霞
ケ
浦
飛
行
場
に
つ
い
て
は
、
現
在
進
入
管
制
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
近
い
将
来
に
お
い
て
行
う 



二
に
つ
い
て 

(8) 

成
田
の
離
発
着
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
の
運
航
の
安
全
性
を
十
分
考
慮
し
つ
つ
騒
音
低
減
の
た
め
に
直
進 

(7) 

ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
。 

(5)
及
び

(6) 

開
港
日
の
四
、
五
か
月
前
ま
で
に
決
定
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

(3)
及
び

(4) 

内
陸
部
分
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
確
定
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
洋
上
部
分
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
結
論
に

は
達
し
て
い
る
も
の
の
決
定
に
は
至
つ
て
い
な
い
。 

(1)
及
び

(2) 

成
田
開
港
時
の
羽
田
空
港
の
進
入
、
出
発
及
び
待
機
経
路
は
、
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
。 

(9) 

阿
見
及
び
御
宿
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
上
空
周
辺
の
飛
行
経
路
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
が
、
一
般
的
に
、
あ
る

空
域
に
お
い
て
航
空
交
通
量
が
多
い
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
高
度
的
に
分
離
し
た
複
数
飛
行
経
路
を
使
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
を
確
保
し
て
い
る
。 

計
画
は
な
い
。 

四 

 



三
に
つ
い
て 

(3)
及
び

(6) 

百
里
管
轄
空
域
は
、
百
里
飛
行
場
に
出
入
す
る
航
空
機
の
進
入
、
出
発
、
待
機
経
路
及
び
レ
ー

ダ
ー
の
覆
域
等
を
勘
案
し
、
隣
接
す
る
管
制
機
関
相
互
に
重
複
し
た
管
制
を
行
わ
な
い
よ
う
平
面
的
あ
る
い

は
高
度
的
に
空
域
を
分
離
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
防
衛
庁
と
運
輸
省
が
協
議
を
行
つ
て
定
め
た
も
の
で
あ 

る
。 

(1)
及
び

(2) 

別
図
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(10) 

成
田
と
三
宅
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
間
に
シ
ン
グ
ル
・
ル
ー
ト
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
妨
害
に
な
ら
な
い
。
マ

ル
チ
・
ル
ー
ト
を
設
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
空
域
と
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
目
下
関
係
省
庁
間
に
お
い

て
検
討
し
て
い
る
。 

(9) 
両
空
港
の
空
域
の
境
界
は
、
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
。 

上
昇
及
び
直
進
降
下
を
さ
せ
る
よ
う
検
討
中
で
あ
つ
て
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
決
定
し
て
い
な
い
。 

五 

 



(7) 

Ｆ
―

104
Ｊ
機
に
つ
い
て
い
え
ば
、
発
進
後
一
連
の
離
陸
操
作
を
完
了
す
る
ま
で
直
進
上
昇
を
行
う
が
、
こ 

(5) 

昭
和
四
十
九
年
度
に
は
、
Ｒ
Ｆ
―

4
Ｅ
等
約
一
〇
機
を
配
備
す
る
計
画
で
あ
る
。 

(4) 
昭
和
四
十
八
年
度
末
に
お
け
る
配
備
機
種
及
び
機
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

Ｍ
Ｕ
―

2 
 

 
 

 

二
機 

Ｔ
―

34
Ａ 

 
 

 
 

一
機 

Ｔ
―

33
Ａ 

 
 

 
一
〇
機 

Ｆ
―

104
Ｄ
Ｊ 

 
 

 

二
機 

Ｆ
―

104
Ｊ 

 
 

 

一
八
機 

Ｆ
―

4
Ｅ
Ｊ 

 
 

二
二
機 

Ｖ
―

107 
 

 
 

 
 

二
機 

計 
 

 
 

 
 

五
七
機 

六 

 



(12) 

百
里
基
地
の
存
在
理
由
は
、
航
空
機
に
よ
つ
て
中
部
日
本
に
お
け
る
防
空
、
領
空
侵
犯
対
処
、
救
難
行
動 

(11) 

成
田
と
百
里
飛
行
場
に
つ
い
て
は
、
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
百
里
飛
行
場
を
撤
去
す
る

考
え
は
な
い
。 

(10) 

百
里
基
地
か
ら
緊
急
発
進
し
た
航
空
機
は
、
南
向
け
及
び
北
向
け
と
も
に
発
進
後
百
里
基
地
東
方
の
方
位

三
〇
度
か
ら
一
六
五
度
ま
で
の
間
を
上
昇
す
る
。 

(8)
及
び

(9) 

百
里
基
地
に
配
備
さ
れ
て
い
る
航
空
機
の
た
め
の
訓
練
空
域
が
い
ま
だ
設
定
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
航
空
機
の
姿
勢
、
高
度
又
は
速
度
の
急
激
な
変
化
を
伴
う
訓
練
飛
行
に
つ
い
て
は
、
中
部
本
州
空
戦
訓

練
区
域
等
で
行
う
ほ
か
、
三
沢
飛
行
場
へ
移
動
の
う
え
そ
の
近
傍
の
訓
練
空
域
で
行
つ
て
い
る
。 

れ
に
要
す
る
時
間
は
約
一
〇
〇
秒
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
高
度
約
二
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。 

こ
の
た
め
、
訓
練
上
大
き
な
制
約
を
受
け
て
い
る
の
で
、
百
里
基
地
近
傍
に
訓
練
空
域
を
設
定
す
べ
く
目

下
関
係
省
庁
間
に
お
い
て
検
討
中
で
あ
る
。 

七 

 



四
に
つ
い
て 

(3)
か
ら

(6)
ま
で 

成
田
に
つ
い
て
、
当
初
策
定
し
た
管
制
空
域
は
、
運
輸
省
航
空
局
に
お
い
て
、
現
実
に
航
空

交
通
管
制
を
行
つ
て
い
る
経
験
に
基
づ
い
て
、
関
東
空
域
に
お
け
る
航
空
交
通
の
流
れ
を

も
安
全
か
つ
効

率
的
に
さ
ば
く
と
い
う
見
地
か
ら
綿
密
な
検
討
を
経
て
得
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
当
初
の
基

本
的
構
想
は
、
現
在
に
お
い
て
も
廃
棄
さ
れ
て
い
な
い
。 

(1)
及
び

(2) 
成
田
の
位
置
選
定
に
当
た
つ
て
は
、
他
の
飛
行
場
あ
る
い
は
航
空
路
と
の
管
制
上
の
関
係
を

も

重
視
し
て
検
討
を
行
つ
た
。 

成
田
の
位
置
を
三
里
塚
地
区
に
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
も
、
運
輸
省
と
防
衛
庁
と
協
議
の
う
え
、
専
門
的

な
見
地
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
羽
田
及
び
百
里
の
飛
行
場
の
空
域
と
重
複
す
る
こ
と
な
く
相
互
に
所
要
の
空

域
を
確
保
で
き
る
と
の
結
論
で
あ
つ
た
。 

等
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。 

八 

 



(9) 

こ
れ
ら
の
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
従
来
の
Ｎ
Ｄ
Ｂ
航
空
路
を
よ
り
精
度
の
高
い
Ｖ
Ｏ
Ｒ
航
空
路
に
す
る
た
め

の
計
画
の
一
環
と
し
て
、
併
せ
て
関
東
の
空
域
に
お
け
る
進
入
、
出
発
経
路
等
の
設
定
に
も
利
用
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

(8) 

基
本
的
に
は
、
当
初
の
管
制
空
域
案
に
よ
る
航
空
交
通
の
流
れ
を
前
提
と
し
て
計
画
さ
れ
、
設
置
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。 

(7) 
羽
田
及
び
成
田
に
係
る
進
入
及
び
出
発
経
路
並
び
に
関
東
空
域
の
航
空
路
と
の
関
連
で
関
係
管
制
機
関
の

運
用
方
式
等
を
検
討
し
て
い
る
過
程
に
お
い
て
、
御
宿
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
羽
田
に
使
用
す
る
方
が
よ
り
効

果
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
に
至
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
目
下
そ
の
方
向
で
検
討
中
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
館
山
及
び
横
須
賀
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
従
来
の
Ｎ
Ｄ
Ｂ
に
代
わ
る
も
の
で
、
そ
の
利
用
目
的
に

変
更
は
な
く
、
ま
た
、
三
宅
島
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
成
田
へ
の
飛
行
ル
ー
ト
を
羽
田
の
そ
れ
か
ら
分
離
す
る

た
め
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

九 

 



五
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

一
般
に
、
近
接
し
て
複
数
の
飛
行
場
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
飛
行
場
ご
と
に
分
離
さ
れ

た
管
制
空
域
内
の
航
空
交
通
の
量
及
び
そ
の
形
態
、
当
該
空
域
の
構
成
状
況
等
の
諸
条
件
か
ら
み
て
、
こ
れ

ら
の
複
数
飛
行
場
に
離
発
着
す
る
航
空
機
の
飛
行
経
路
が
錯
綜
し
、
及
び
そ
れ
ら
の
経
路
上
の
航
空
交
通
の 

(11) 

当
初
の
案
は
、
進
入
、
出
発
経
路
の
基
本
計
画
を
定
め
た
も
の
で
あ
つ
て
、
待
機
経
路
に
つ
い
て
は
特
に

確
定
は
し
な
か
つ
た
。 

(10) 

銚
子
に
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
で
な
く
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
設
置
し
た
理
由
は
、
成
田
と
百
里
飛
行
場
の
管
制
空
域

を
明
確
に
分
離
す
る
た
め
で
あ
る
。 

な
お
、
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
そ
の
い
く
つ
か
を
相
互
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
多
様
な
飛
行
経
路
を
設
定

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
航
空
交
通
の
変
遷
に
対
応
す
る
空
域
構
成
の
変
化
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
Ｖ

Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
利
用
方
法
は
将
来
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

一
〇 

 



(5) 

通
過
機
は
、
通
常
、
水
平
飛
行
を
す
る
が
、
出
発
、
進
入
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
航
空
路
上
で
上
昇
、

降
下
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
大
型
機
の
水
平
飛
行
高
度
は
高
い
の
で
、
そ
の
ケ
ー
ス
が
多
い
。 

(3)
及
び

(4) 

刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、

管
制
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
態
勢
に
応
じ
常
に
安
全
を
考
慮
し
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・ 

レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
の
一
元
化
が
遅
れ
た
こ
と
が
原
因
で
事
故
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い

の
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
刑
事
責
任
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
。 

(イ ) 

上
昇
時
の
経
路
幅 

態
様
が
輻
輳
化
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
全
体
的
空
域
の
有
効
利
用
と
管
制
処
理
能
力
の
向
上
を
図
る
た 

め
、
こ
れ
ら
の
複
数
飛
行
場
に
つ
い
て
、
一
元
的
な
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
を
実
施
す
る
の
が

妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。 

(a) 

直
線
離
陸
上
昇
の
場
合 

一
一 

 



(ロ ) 

降
下
時
の
経
路
幅 

(b) 

中
間
進
入
区
域 

(a) 

初
期
進
入
区
域 

(b) 

旋
回
離
陸
上
昇
の
場
合 

旋
回
方
向
及
び
利
用
す
る
無
線
施
設
の
設
置
位
置
に
よ
り
ケ
ー
ス
は
異
な
つ
て
く
る
が
、
飛
行
場
か

ら
区
域
が
広
が
つ
て
い
き
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
幅
に
達
す
る
。 

進
入
区
域
は
、
初
期
進
入
、
中
間
進
入
、

終
進
入
の
区
域
か
ら
構
成
さ
れ
る
。 

滑
走
路
末
端
に
お
い
て
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
幅
を
有
し
、
そ
れ
以
降
左
右
一
五
度
の
テ
ー
パ
ー
で
広

が
り
三
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
幅
に
達
す
る
。 

通
常
航
空
路
上
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
か
ら
始
ま
り
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
幅
を
有
す
る
。 

初
期
進
入
区
域
の
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
幅
が
左
右
一
〇
度
の
テ
ー
パ
ー
で
狭
ま
つ
て
い
き
Ｉ
Ｌ
Ｓ 

一
二 

 



(7) 

成
田
の
離
着
陸
コ
ー
ス
の
幅
は
、
前
記
五
に
つ
い
て

(5)
に
述
べ
た
基
準
に
基
づ
い
て
い
る
。 

(6) 

Ｎ
Ｄ
Ｂ
の
精
度
か
ら
み
て
世
界
的
に
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
基
準
で
あ
る
。 

待
機
空
域
は
、
無
線
標
識
所
上
空
の
場
合
及
び
無
線
標
識
所
の
電
波
交
点
上
空
の
場
合
は
待
機
高
度
に
よ

つ
て
、
ま
た
、
Ｖ
Ｏ
Ｒ
電
波
方
位
と
Ｄ
Ｍ
Ｅ
距
離
を
利
用
し
た
フ
ィ
ッ
ク
ス
上
空
の
場
合
は
待
機
高
度
と
待

機
ポ
イ
ン
ト
の
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
か
ら
の
距
離
に
よ
つ
て
、
伸
縮
す
る
型
を
と
る
。 

(c) 

終
進
入
区
域 

の
コ
ン
パ
ス
ロ
ケ
ー
タ
ー
に
お
い
て
七
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
り
、
以
降
、
狭
ま
り
な
が
ら
ア
ウ 

タ
ー
・
マ
ー
カ
ー
に
達
す
る
。
ア
ウ
タ
ー
・
マ
ー
カ
ー
に
お
け
る
幅
は
、
そ
の
位
置
に
よ
つ
て
異
な 

る
。 ア

ウ
タ
ー
・
マ
ー
カ
ー
に
お
け
る
幅
か
ら
狭
ま
つ
て
い
き
、
滑
走
路
末
端
か
ら
一
、
〇
六
〇
メ
ー
ト

ル
の
距
離
で
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
幅
に
な
り
、
以
降
、
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
幅
を
保
持
す
る
。 
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(9) 

航
空
機
の
安
全
間
隔
の
確
保
は
、
平
面
上
の
分
離
又
は
高
度
上
の
分
離
で
行
わ
れ
て
い
る
。
通
常
、
平
面

分
離
は
、
航
空
保
安
無
線
施
設
を
利
用
し
、
高
度
分
離
は
、
高
度
計
に
よ
り
確
保
し
て
い
る
。 

(8) 
航
空
機
の
高
度
計
の
機
械
的
誤
差
は
、
極
め
て
小
さ
く
な
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
航
空
機
取

付
時
に
お
け
る
個
々
の
機
能
検
査
で
精
度
の
維
持
が
図
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
航
空
機
使
用
者
に
対
し
て 

は
、
当
該
航
空
機
の
高
度
計
及
び
静
圧
系
統
の
点
検
を
定
期
的
に
行
う
よ
う
通
達
に
よ
り
指
示
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
精
度
は
十
分
保
持
さ
れ
て
い
る
。 

一
方
、
航
空
機
の
離
陸
上
昇
又
は
進
入
降
下
中
の
高
度
計
の
指
示
遅
れ
に
つ
い
て
は
、
ご
く
僅
少
で
問
題

と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
航
空
機
の
操
舵
に
対
す
る
応
答
の
遅
れ
も
、
僅
少
で
あ
る
う
え
、
旅
客
機
の
操
縦

士
は
、
機
種
ご
と
に
技
能
証
明
を
受
け
て
お
り
、
当
該
機
種
の
飛
行
特
性
並
び
に
操
舵
反
応
に
つ
い
て
は
、

十
分
慣
熟
し
て
い
る
の
で
、
問
題
は
な
い
。 

操
縦
士
に
と
つ
て
、
方
向
と
高
度
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
初
歩
的
か
つ
必
須
の
技
術
で
あ
り
、
操
縦
士
と 
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六
に
つ
い
て 

(5) 

空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
の
艦
載
機
は
、
厚
木
飛
行
場
に
移
動
し
て
い
る
。
そ
の
飛
行
コ
ー
ス
及
び
高
度
に
つ 

(3)
及
び

(4) 

要
求
し
た
こ
と
は
な
い
。 

(1)
及
び

(2) 

航
空
交
通
管
制
の
態
勢
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
航
空
の
安
全
の
一
層
の
確
保
を
指
向
し
つ
つ
、
更

に
、
板
付
飛
行
場
、
沖
繩
に
お
け
る
管
制
の
引
継
ぎ
、
航
空
路
管
制
の
全
面
レ
ー
ダ
ー
化
等
に
対
処
し
て
、

そ
の
強
化
を
図
つ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

横
田
飛
行
場
の
進
入
管
制
エ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
遂
次
当
該
エ
リ
ア
の
縮
小
等
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
民
間
航
空
機
に
対
す
る
安
全
か
つ
円
滑
な
管
制
業
務
の
実
施
を
図
つ
て
き
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い

て
、
直
ち
に
、
当
該
進
入
管
制
業
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
。 

し
て
の
基
本
条
件
で
あ
る
の
で
、
緊
急
時
に
お
け
る
航
空
機
の
操
作
が
特
に
操
縦
士
の
負
担
と
な
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。 

一
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七
に
つ
い
て 

(5) 

進
入
燈
は
、
航
空
機
の

終
進
入
時
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
対
し
て
滑
走
路
の
方
向
及
び
位
置
、
自
機
の
姿
勢

等
に
つ
い
て
の
視
覚
的
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。 

(3)
及
び

(4) 

昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
八
日
及
び
昭
和
四
十
八
年
六
月
二
十
九
日
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
総

裁
か
ら
運
輸
大
臣
あ
て
文
書
で
申
請
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
九
日
及
び
昭
和
四

十
八
年
九
月
四
日
の
文
書
で
承
認
さ
れ
て
い
る
。 

(2) 

違
反
し
な
い
。 

(1) 

別
図
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

本
方
式
は
、
各
燈
器
の
光
度
、
配
光
及
び
燈
器
の
配
列
、
色
等
に
よ
つ
て
提
供
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
的
情
報

内
容
か
ら
判
断
し
て
、
標
準
型
進
入
燈
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

い
て
は
、
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
の
で
、
一
定
で
な
い
。 

一
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八
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ
の
性
能
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
に
比
べ
て
計
器
進
入
の
精
度
が
高
い
の
で
、
あ
ら
ゆ 

(10) 

刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
本
件

進
入
燈
を
原
因
と
し
て
事
故
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
刑
事
責

任
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
。 

(9) 

航
空
法
施
行
規
則
第
七
十
九
条
及
び
第
百
十
七
条
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
条
項
と
と
も
に
、
実
情
に
即

す
る
よ
う
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
運
輸
省
令
第
六
十
三
号
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

(7)
及
び

(8) 
視
覚
に
よ
る
航
行
援
助
シ
ス
テ
ム
の
評
価
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が

適
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
世
界

的
に
学
識
経
験
を
認
め
ら
れ
て
い
る
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
及
び
Ｉ
Ｆ
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ａ
の
同
意
を
得
て
い
る
。 

(6) 
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
附
属
書
に
よ
れ
ば
、
可
能
な
限
り
同
附
属
書
に
定
め
る
基
準
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

同
基
準
に
よ
ら
な
い
施
設
の
設
置
を
容
認
し
て
い
る
。 
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九
に
つ
い
て 

(1) 

運
輸
大
臣
が
設
置
管
理
す
る
第
一
種
空
港
二
空
港
、
第
二
種
空
港
一
九
空
港
の
う
ち
、
障
害
物
件
の
あ
る

も
の
は
、
東
京
国
際
、
大
阪
国
際
、
函
館
、
新
潟
、
名
古
屋
、
広
島
、
高
松
、
福
岡
、
北
九
州
、
宮
崎
の
一 

(6) 

友
納
千
葉
県
知
事
が
Ｃ
滑
走
路
の
建
設
中
止
を
運
輸
大
臣
に
申
し
入
れ
た
事
実
は
な
い
。 

(3)
か
ら

(5)
ま
で 

成
田
に
お
け
る
気
象
観
測
統
計
の
三
か
年
（
昭
和
四
十
三
、
四
十
四
、
四
十
五
年
）
平
均
に
よ

れ
ば
、
Ａ
滑
走
路
に
関
す
る
横
風
分
力
が
一
三
ノ
ッ
ト
を
超
え
る
回
数
は
、
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

る
気
象
状
態
に
お
い
て
、
定
時
性
が
向
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
よ
り
能
率
的
な
運
航
が
可
能

と
な
る
。 

Ａ
滑
走
路
の
み
で
開
港
し
た
と
き
、
か
か
る
気
象
状
況
の
場
合
、
代
替
空
港
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
で
も
勧
告
し
て
い
る
と
お
り
、
完
全
な
運
用
を
図
る
た
め
に
は
横
風
用
滑
走
路

が
必
要
で
あ
る
。 
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(3) 

障
害
物
件
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
と
交
渉
を
進
め
る
等
に
よ
り
極
力
除
去
に
努
め
て
い
る
。 

(2) 

各
空
港
及
び
飛
行
場
に
係
る
障
害
物
件
の
位
置
及
び
各
表
面
の
上
に
出
る
高
さ
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ

る
。 ま

た
、
安
全
対
策
と
し
て
は
、
可
能
な
も
の
に
は
障
害
物
件
も
考
慮
し
て
航
空
機
の
出
発
進
入
経
路
等
を

定
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
昼
間
障
害
標
識
及
び
航
空
障
害
燈
に
よ
る
障
害
物
件
の
明
示
並
び
に
航
空

路
誌
及
び
ノ
ー
タ
ム
に
よ
る
関
係
者
へ
の
周
知
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。 

〇
空
港
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

な
お
、
公
共
用
施
設
の
指
定
の
あ
る
自
衛
隊
飛
行
場
五
飛
行
場
の
う
ち
、
障
害
物
件
の
あ
る
も
の
は
、
札

幌
、
美
保
、
徳
島
の
三
飛
行
場
で
あ
る
。 

一
九 

 



           

二
〇 

 



           

二
一 

 



           

二
二 

 



           

二
三 

 



   

二
四 

 




